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資料３



１．おでかけワゴンの本格運行に向けた移行手続
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• 令和７年12月16日開催の法定協議会にて、乗合の状況及び追加便の状況等から、道路運送法第４条の本格運行
への移行は妥当である、と判断されました。

• これにより、実証運行の結果及び今後の高麗川駅東口の開設を踏まえ、地域公共交通計画等の一部を改訂し、

本格運行への移行手続を進めます。

① 地域公共交通計画の一部改訂

② 運行ダイヤ及び運行便数の改正

③ 今後の予定

• 高麗川駅東口の開設に伴う運行ルート変更の反映

高麗川駅西口停留所を廃止し、駅東口駅前広場内に新たな停留所として「高麗川駅東口停留所」を設置する。

従前の停留所は「四反田堀停留所」として継続する。

• 指標（KPI）に系統別収支率を追記 ※標準指標

高麗川駅系統：40％ ／ 武蔵高萩駅系統：30％

• 運行ダイヤ 別紙のとおり

• 運行便数 高麗川駅系統：増便（１日22便から24便） / 武蔵高萩駅系統：増便（1日21便から22便）

令和８年１月28日 地域公共交通計画一部改訂に係る市民コメント（２月20日まで）

２月25日 第11回地域公共交通協議会（法定計画改訂の議決等）

３月上旬 一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請（法第４条許可申請・事業者）

停留所変更及び運行ダイヤ改正に関する周知（市HP・SNS、広報３月号、沿線地域回覧）

３月下旬 停留所変更及び運行ダイヤ改正

６月 本格運行



【参考】補助事業
活用に向けた調
査・検討（路線バ
ス関連）

２．ロードマップ
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年度 令和７年度 令和８年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

法定協議会（★）
・部会（☆）

☆
交通 ★ ☆

交通 ★
☆
交通

☆
運賃

★

☆
交通 ★

☆
交通 ★

道路運送法
４条申請手続

フィーダー系統
補助申請手続

本格運行（道路運送法第4条）実証運行（有償，道路運送法第21条）

R8事業年度
補助

認定
申請

計画
認定

第7回交通戦略部会（8月）

• 【４条・補助共通】事業許可申請・
補助申請に向けたポイントの確認、
ロードマップの確認

• 【4条】利用実態に係る報告
• 【補助】交通不便地域の設定方針に
係る確認

第８回交通戦略部会（11月）・
第10回法定協議会（12月）の議題

• 【４条】市民コメントを反映した運
行内容の議決⇒申請手続きに移行

• 【４条】本格運行に移行することの
是非に関する議決

• 【補助】法定計画本編改訂案・別紙
案の確認

第９回交通戦略部会
（1月）・第11回法定
協議会（2月）の議題

• 【補助】法定計画本
編改訂に関する議決

運行計画
の作成

協議会等
での協議

市民
コメント
（運賃）

申請書類作成，法令試験受験

４条許可
申請手続

協議会等で協議が調うことで標準
処理期間が3ヶ月→2ヶ月に短縮運行内容

の公表

交通不便地域の
整理

申請書類作成，
法定計画改訂案作成

協議会等
での協議

移動等円滑化基準に
関する適用除外手続

法定計画
改定・公表

国への
認定・申請

調査・検討の実施、
交通事業者との調整

実証運行
（無償）

本日第9回法定協議会（9月）の議題

• 【４条】ルート・停留所・ダイ
ヤ・運賃案（市民コメントへの
提示内容）の議決

• 【4条】利用実態に係る報告
• 【補助】交通不便地域の設定に
係る議決⇒R8.6に間に合うよう、
申請手続き

許可

適用除外

(本日)

今後の対応について
検討・判断

R9事業
年度補助

対象運行期間
R8.6～R8.9

実証実験の評価

利用実態把握

対象運行期間
R8.10～R9.9

市民
コメント
（法定計画）



３．一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請書について
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運行の態様ごとに記載する事項 様式 作成 ステータス

1 路線に関する事項 別紙１ 市 作成済

2 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 別紙２－１ 事業者 作成済

3
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗
車定員１１人未満の事業用自動車の数

別紙２－１ 事業者 作成済

4 自動車車庫の位置及び収容能力 別紙２－１ 事業者 作成済

5
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、
幅、高さ又は重量

別紙２－１ 事業者 作成済

6 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程 別紙３ 市 作成済

運行の態様ごとに添付しなければならない書類 様式 作成 ステータス

1 路線図（概ね縮尺５万分の１以上の平面図） 別添１ 市 作成済

2 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 別添３ 事業者 作成済

3 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 別添４ 事業者 作成中

4 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面 別添５ 事業者 作成済

5
事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための
措置を講じていることを証する書類

別添６ 事業者 作成済

6
①既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ．定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ．最近の事業年度における貸借対照表
ハ．役員又は社員の名簿及び履歴書

別添７ 事業者 作成済

7
道路運送法第７条各号及び法令遵守のいずれにも該当しない旨証する書類（法人にあっては、別添
8-2を役員全員分必要）

別添８ 事業者 作成済

8 道路運送法施行規則第１５条の１２に基づく運行計画と同一の内容を記載した書面 別添９ 市 作成済

9
本申請について地域公共交通会議において合意しているときは、当該会議において協議が調ってい
ることを証する書類

別添１０ 市 作成済【確定】

10 その他事業計画等の審査基準の挙証書類 事業者 作成中

11
社会保険加入義務者が社会保険等に加入している書面本申請
イ．（健康保険・厚生年金保険）新規適用届（写） ロ．労働保険／保険関係成立届出（写）
ハ．社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の書面（宣誓書）

別添１１ 事業者 作成済

【様式】

【添付書類】



４．移動円滑化基準適用除外自動車の認定申請について
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必要書類 作成 ステータス

１ 移動円滑化基準適用除外認定申請 事業者 作成済

２ 車両外観図（外観４両面：平面、側面、前面、後面） 事業者 作成済

３ 使用者の事業内容 事業者 作成済

４ 主な運行経路図（起終点停留所及び途中停留所を記載） 事業者 作成済

５ 走行が困難である当該箇所を示した資料（道路、踏切等の図面：平面図及び断面図） 事業者 作成済

６ その他認定を必要とすることを証する書面 事業者 作成中

【基準適用除外の認定を申請できる自動車】※下線太字の内容はおでかけワゴンが該当

• 移動等円滑化基準へ適合（乗降口の有効幅・低床・車いす利用スペース等の設置）が困難な車両を使用する場
合、本申請が必要となります。

• 一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請（法第４条）と併せて、申請書類等の準備を進めます。

① 地形上の理由により移動円滑化基準に適合する自動車の走行が物理的に困難な路線を走行する自動車（自動車の運用上
やむを得ず当該路線以外を走行する場合も含む。）

② 高速バス、定期観光バス、空港等アクセスバスその他の床下に収納スペースを設ける必要があること等により低床化が
困難であり、かつ、通常利用する乗降口を自動車の左側面の前部にしか設けることができない自動車

③ 幅２．１ｍ以下であって乗車定員が２３人を超える自動車、ガイドウエイバスその他の技術開発上移動円滑化基準への
適合が困難な自動車

④ 車両総重量が５ｔ以下であって乗車定員が２３人以下の自動車

⑤ 平成１２年１１月１４日までに道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５８条第１項に規定する自動車検査証
の交付を受けた自動車及び平成１２年１０月３１日までに公共交通事業者等が購入する契約を締結し、平成１３年３月
３１日までに当該公共交通事業者等が新たにその事業の用に供する自動車であって、公共交通事業者等が中古自動車と
して新たにその事業の用に供するもの

⑥ 前各号に掲げるもののほか、その構造により若しくは運行の態様により移動円滑化基準に適合できない特別の事由があ
る自動車

【申請内容】

《移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領抜粋》



５．フィーダー系統補助申請書類について
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• フィーダー系統補助申請書類として必要な書類は以下のとおりです。

• 申請書類は、協議会で協議を調えた上で提出が必要となります。

区分 提出予定書類 ステータス

計画認定申請添付
書類

• 地域公共交通計画本編改訂案
• （参考様式）地域公共交通計画別紙
• 表１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持す
る運行系統の概要及び運行予定者

• 表５ 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要
• その他添付書類

 計画運行回数の算出根拠
 地域間交通ネットワークへの接続が分かる系統図
 交通不便地域の指定が分かる図面
 実証運行であることや実証運行期間を対外的に示した
資料（市HP、協定書等をもって個別相談）

たたき案を作成

交通不便地域の局
長指定

• 交通不便地域指定申請書様式（関東運輸局）
たたき案を作成

補助金交付申請 • （様式第１－８）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）交付申請書

• 様式第１－８ 別添表
• （様式第１－５）運行系統別輸送実績

交付申請時に作成
（令和8年11月）



【参考】実証運行における国・県補助の活用状況について

6

• おでかけワゴンの実証運行に当たり、国・県の補助制度を活用

• 持続可能な地域公共交通の構築に向けて、特定財源を確保し、財源負担の適正化を図っている

区分 所管 補助制度 活用内容 補助対象経費

上段：交付決定額

下段：歳入見込み額

国庫補助

国土交通省

「交通空白」解消等リ・デザイン
全面展開プロジェクト
（令和６年度地域公共交通確保維
持改善事業費補助金（「交通空
白」解消等リ・デザイン全面展開
プロジェクト））

おでかけワゴン運行に係
る経費（人件費、車両修
繕費、燃料費、車両リー
ス費、一般管理費等）

16,231,470円

12,487,684円

6,556,409円

内閣府地方
創生推進室

新しい地方経済・生活環境創生交
付金（デジタル実装型TYPE1）

キャッシュレス決済端末
導入経費

210,000円

105,000円

91,000円

県補助 交通政策課
地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋
ネットワーク促進事業補助金

業務委託費一式
（利用者・沿線住民アン
ケート及び乗降調査等の
モニタリング調査、法定
協議会での資料作成、4
条申請に係る支援等）

5,610,000円

1,945,000円

同上


